
   

令和７年度鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 

評価調査者養成研修（第三者評価区分）実施要領 
 

１．研修の目的            

鳥取県において福祉サービス第三者評価の評価調査者として活動を予定している方や提供する福祉

サービスの質の向上の取組に関心のある方などに、信頼性の高い評価を行うために必要な知識、具体的

な方法及び技術を習得していただくとともに、評価の視点や基準を共有化することを目的として実施し

ます。          

 

２．実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

３．研修日程 令和７年９月６日（土）～令和 7 年１０月１１日（土）4 日間 

          １日目は開始時刻が異なりますのでご注意ください。 

２日目は会場が異なりますのでご注意ください。 

４日目は終了時刻が異なりますのでご注意ください。 

 日 時 会 場 内 容 

1 日目 
９月６日（土） 

 9：25～16：00 
県立倉吉体育文化会館 教養室１ 

講義 

演習 
2 日目 

９月２０日（土） 

 9：30～16：00 
エキパル倉吉 多目的ホール 

3 日目 
９月２７日（土） 

 9：30～16：00 

県立倉吉体育文化会館 教養室１ 講義 

実習 【実習先】敬仁会館（倉吉市山根） 

4 日目 
１０月１１日（土） 

9：30～12：30 
県立倉吉体育文化会館 教養室２ 

講義 

演習 

※カリキュラム等については、裏面をご覧ください。  

 

４．受講対象者（定員）         

研修受講後、鳥取県で評価調査者として活動予定の方及び福祉サービスの質の向上の取組みに関心の 

 ある方など（定員１５名）        

   

５．受講料 

無 料 

         

６．研修会の修了について         

本研修の全課程を修了した者に、本会の発行する修了証書を交付します。   

        

７．個人情報の取り扱いについて       

本研修会の受講者、修了者に係る個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシー 

ポリシー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。 

          

８．受講申込みについて         

別紙研修受講申込書に記載し、令和７年８月２９日（金）までに、ファクシミリまたは電子メールの 

いずれかで、下記連絡先へお申込みください。      

    

９．連絡先 

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部（担当 坂本、上田学） 

〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 県立福祉人材研修センター内 

TEL：0857-59-6344   FAX: 0857-59-634１ 

Email: fukushis@tottori-wel.or.jp



令和７年度鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価調査者養成研修 

（第三者評価区分）カリキュラム 
 

区

分 
研修科目 時間 目的 内容 講師 

１日目：9月6日（土） 会場： 県立倉吉体育文化会館 教養室１ 

オリエンテーション 9:25～ 

9：30 

鳥取県社会福祉協議会 事務局 

基

礎

的

研

修

課

程

Ⅰ 

１．第三者評価

の理念と基本

的な考え方 

9：30～   

11：00 

第三者評価事業の理念や

基本的な考え方を理解す

る。 

第三者評価事業について、その必要性や行

政による指導監査との違い等について講義

するとともに、あわせて福祉制度の動向等に

ついて解説を行う。また、医療機能評価や、

ISO等、関連分野における評価制度の動向な

らびにその考え方に関する講義を行う。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

 

 ２．第三者評価

の全体像 

第三者評価事業の動向や

「評価調査者養成研修」の

位置付け等を理解する。 

都道府県推進組織が行う第三者評価事業の

目的や制度の概要に関する講義を行うととも

に、本研修の位置付けならびに評価調査者

養成研修の位置付け等について解説を行う。 

３．評価調査者

の役割と倫理 

11：00～   

12：00 

評価調査者として守るべき

倫理や、訪問調査時の留意

点を理解する。 

第三者評価事業における評価調査者の役割

について講義するとともに、評価調査者として

守るべき倫理や、求められる調査時の姿勢等

に関する講義を行う。 

基

礎

的

研

修

課

程

Ⅱ 

４．第三者評価

基準の理解と

判断のポイント 

13：00～ 

16：00 

 

都道府県推進組織が使用

する第三者評価基準の考え

方を理解するとともに実際

の第三者評価の方法を習得

する。 

福祉サービス第三者評価基準(共通評価並び

にサービス内容評価)の各項目についてその

考え方や基準策定の意図等に関する講義を

行う。また、実際の第三者評価における判断

のポイントについても講義により習得する。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

２日目：9月20日（土） 会場：エキパル倉吉 多目的ホール 

基

礎

的

研

修

課

程

Ⅱ 

４．第三者評価

基準の理解と

判断のポイント 

9::30～ 

12：00 

 

1日目の続き 1日目の続き 有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 
５．利用者調査

の方法等につ

いて 

第三者評価における利用者

調査の位置付けを正しく理

解するとともに、その方法を

学ぶ。 

第三者評価における利用者調査の位置付け

や意義、その結果の取扱い、さらには実際の

利用者調査の方法等について講義を行う。 

演 

習 

６．書面（事前）

審査の着眼点 

13：00～   

16：00 

書面（事前）審査の目的や

具体的な方法を理解・習得

する。 

書面（事前）審査の必要性・目的、ねらいにつ

いて解説を行うとともに、実際の方法につい

てグループごとに「事例研究」を実施する。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 
７．訪問調査の

着眼点 

訪問調査における各第三者

評価基準の評価判定方法、

その着眼点を理解する。 

訪問調査における第三者評価基準の評価判

定方法、着眼点についてグループにより課題

演習、事例検討を行う。 

３日目：9月27日（土） 会場：【午前】 県立倉吉体育文化会館 教養室１、【午後・実習先】…敬仁会館（倉吉市山根） 

実

習 

８．実習Ⅰ 9：30～ 

16：00 

 

実際に施設（事業所）を訪

問、調査を行うことによって

具体的な第三者評価の方

法・技術を習得する。 

「協力施設（事業所）」を訪問、実際に調査を

行うことにより、インタビュー技術等について

実習を行うとともに、訪問調査時の留意事項

を学ぶ。 

 

 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

４日目：10月11日（土） 会場：県立倉吉体育文化会館 教養室２ 

実

習 

９．実習Ⅱ 9：30～ 

11：30 

 

実習Ⅰの内容を受けて、第

三者評価結果のとりまとめ

について具体的な手法を習

得する。 

訪問調査の結果に基づいて評価調査者間で

合議を行い、最終的な第三者評価結果をとり

まとめるとともに、報告書の作成について実

習により実際の技術を学ぶ。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

総

括 

１０．まとめ 11：30～   

12：30 

実習の成果に基づいて評価

調査者として求められる技

術や態度等についてあらた

めて理解を深める。 

各分科会にてとりまとめた実習の成果を発表

し、講師が講評を行う。特に、とりまとめ等に

対する問題点や課題、書面調査・訪問調査を

実施する上での留意事項をあらためて整理

する。 

 
※講義には適宜、休憩を挟みます。 

9:30〜12:00 実習準備 13:00〜16:00  事業所の訪問調査  


